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令和３年度５月補正予算の概要について 
 

 

 令和３年５月２５日 

（単位：千円） 

一 予算規模 

 

   一 般 会 計      

            補   正   額                   ３,４２６,１９６ 

 

 

                   補 正 後 の 規 模                ５８３,１８５,１７０ 

 

 

  《補正予算の財源》 

 

    特 定 財 源                              ３,４２６,１９６ 

 

国 庫 支 出 金                ３,４２６,１８４ 

 

 

 

           諸     収     入               １２ 
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二 補正予算の内容 

  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症への対応に要する経費について計上した。 

 

 Ⅰ 感染拡大防止策と医療提供体制の整備 

  

 （１）新型コロナウイルス医療従事者養成研修事業                ５,６９９ 

    重症患者に対応可能な医療提供体制を構築するため、医療従事者を対象と 

した研修会を行う。 

・事業内容 新型コロナ患者対応ＥＣＭＯ研修 

      新型コロナ患者対応人工呼吸器研修 

 

（２）医療従事者等支援事業                            ３,２６７ 

    新型コロナウイルスが感染拡大している県外の自治体に対し、保健師、薬 

    剤師等の専門職員を派遣する。 

 

 （３）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業              ３５６,１７５ 

高齢者向けワクチン接種の促進を図るため、時間外・休日における集団接 

種に医師・看護師等を派遣する医療機関に対し、派遣に要する経費を助成 

する。 

・実施期間 令和３年４月～７月 

・補 助 率 10/10（国 10/10） 

・補助上限 医師：１人１時間当たり 7,550 円 

      看護師等：１人１時間当たり 2,760 円 

 

 （４）新型コロナウイルス感染症軽症者等受入施設整備事業          １,７８４,９７８ 

    新型コロナウイルスの感染拡大に備えた医療提供体制を構築するため、軽 

    症者等を受け入れる新たな宿泊療養施設を設けるとともに、既存施設の運 

    営期間を延長する。 

    ・新規施設 秋田市内ホテル（令和３年６月（予定）～令和４年３月） 

    ・既存施設 秋田市内公共施設、ホテル（令和３年４月～令和４年３月） 

（従前：令和３年４～９月） 

 

（５）新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業               ６,０４８ 

   今後急激に感染が拡大しやむを得ず自宅療養が必要となった者に対し、食 

料品及び衛生用品を配付する。 

   ・対 象 者 自宅療養を行う無症状者又は軽症者 

 

（６）児童福祉施設等衛生管理体制確保支援事業                   ４３,８４５ 

新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった児童等の一時保護の実施 

に係る体制を強化する。 

・事業内容 児童一時保護支援員の確保 

児童相談所一時保護所（借家）の環境整備 等 
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 （７）新型コロナウイルス感染症拡大防止集中対策事業             ２３,７６０ 

    飲食店等を起点とする新型コロナウイルスの感染拡大が起こった場合に、 

当該地区において無症状病原体保有者を早期に発見するため、ＰＣＲスク 

リーニング検査を集中的に実施する。 

    ・検査対象 感染拡大地区の飲食店従業員等 

 

（８）新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証事業              ６９,８９９ 

    飲食店における新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底を図り、安心し 

て飲食店を利用してもらうため、新たに「秋田県新型コロナウイルス感染 

防止対策飲食店認証制度」を創設する。 

・対象施設 客席を設けて食事等を提供する県内の飲食店 

・認証内容 県が定めた認証基準に適合した感染防止対策を講じている店 

舗を認証 

 

（９）飲食店感染予防環境整備支援事業（新型コロナ対策認証枠）        ５７６,７５４ 

    県内飲食店の県認証取得に向けた設備導入に係る経費に対し助成する。 

・補助対象 県内で飲食店を営む中小企業者（宿泊業を除く） 

・対象経費 認証取得に向けた設備導入に要する経費 

・補 助 率 4/5（県 10/10） 

・限 度 額 １店舗当たり 30 万円 

 

（10）宿泊施設感染防止対策等支援事業                    ５５５,７７１ 

    県内宿泊施設における新型コロナウイルス感染防止対策等を促進するため、 

宿泊事業者が感染症対策として実施する物品購入や施設改修等に要する経 

費に対し助成する。 

①飲食店認証制度又は業界団体が示した感染症拡大予防ガイドライン等を 

踏まえて行う物品購入等感染防止対策への支援 

ⅰ）飲食部門における県認証の取得に向けた物品購入に要する経費 

・補 助 率 4/5（国 5/8、県 3/8） 

ⅱ）ⅰ）以外の物品購入等に要する経費 

・補 助 率 2/3（国 3/4、県 1/4） 

・限 度 額 １施設当たり 200 万円（ⅰ、ⅱの合計の限度額） 

②新たな需要にも対応した施設改修やシステム導入等感染防止対策への支援  

ⅰ）生産性向上等の計画を策定して行う取組に要する経費 

・補 助 率 2/3（国 1/2、県 1/2） 

・限 度 額 １施設当たり 1,000 万円 

ⅱ）ⅰ）以外の施設改修等に要する経費 

・補 助 率 1/2（国 10/10） 

・限 度 額 １施設当たり 500 万円 

 

 

  

 


